
新潟県ライドシェア導入支援事業費補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 知事は、交通空白における移動手段の確保・充実に向けた公共ライドシェア

及び日本版ライドシェアの取組に対し、予算の範囲内において補助金を交付するも

のとし、その交付に関しては、新潟県補助金等交付規則（昭和32年新潟県規則第７

号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 公共ライドシェア 

道路運送法（昭和26年法律第183号）第78条第２号に基づいて行う有償運送の

うち、バス・タクシー事業者による輸送サービスの提供が困難な場合に行われる

ものをいう。 

(2) 日本版ライドシェア 

道路運送法第78条第３号に基づいて行う有償運送のうち、タクシーが不足す

る地域、時期、時間帯において、地域の自家用車や一般ドライバーを活用して行

うものをいう。 

(3) 地域公共交通計画 

     地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成19年法律第59号）第５条

第１項に規定する地域公共交通計画をいう。 

 

（補助金の交付対象等） 

第３条 この補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）、補助対

象経費、補助率、補助対象者及び事業期間は、別表のとおりとする。なお、知事は、

交付決定前にすでに実施されている事業であっても補助対象とすることができる。

ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。 

(1) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

77号。以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

(2) 暴力団員（法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

(3) 役員等（法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者その他これ

らと同等の責任を有する者をいい、法人以外の団体である場合は代表者、理事そ

の他これらと同等の責任を有する者をいう。）が暴力団員である者、又は暴力団

員がその経営又は運営に実質的に関与している者 

(4) 自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的

又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している

者 

(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接

的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

(6) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者 

(7) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者 

 

 



（交付の条件） 

第４条 この補助金は、次の各号に掲げる事項を条件として交付するものとする。 

(1) 補助事業の内容を変更し、若しくは経費の配分を変更する場合又は交付 

決定額を変更する場合には、知事の承認を受けること。 

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、知事の承認を受けること。 

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となっ

た場合には、速やかに知事に報告してその指示を受けること。 

(4) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠

書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後５年間保存しなければ

ならないこと。 

(5) 補助事業に係る消費税及び地方消費税相当額については、消費税及び地方消

費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当

額のうち、消費税法（昭和63年法律第108号）の規定により仕入れに係る消費税

額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和25年法律第226号）

の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得

た金額をいう。以下同じ。）が明らかになった場合には、当該消費税及び地方消

費税に係る仕入控除税額を減額することとなること。また、事業完了後に消費税

の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定し

た場合には、知事に報告すること。 

(6) この要綱により補助金を交付した事業の補助事業名、補助事業者名、補助事業

の内容等を県が公表することに同意すること。 

(7) 補助事業により取得した資産を当該取得の日から次に掲げる期間内に譲渡し、

交換し、貸し付け又は担保に供することなく、善良なる管理者の注意をもって管

理するとともに、補助金の交付の目的に従って使用し、その効率的運用を図るこ

と。 

ア 車 両  ５年 

イ その他  減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第

15号）に定める耐用年数 

(8) 補助事業により取得した資産を前号の期間内に処分しようとするときは、あ

らかじめ知事等の承認を受けること。 

 

（交付申請書） 

第５条 規則第３条第１項の規定による申請書は、別記第１号様式のとおりとし、知

事が定める期日までに知事に提出しなければならない。 

２ 前項の補助金の交付申請をするに当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方

消費税に係る仕入控除税額を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請

時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものに

ついては、この限りではない。 

 

（補助金の交付の決定） 

第６条 知事は、前条の規定により提出された交付申請書を審査の上、これを正当と

認めるときは、補助金の交付決定を行い、別記第２号様式による補助金の交付決定

通知書をもって、交付対象者にその旨を通知する。 

 



（交付決定における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の取扱い） 

第７条 知事は、第５条第２項により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入

控除税額について減額して交付申請がなされたものについては、これを審査し、適

当と認めたときは、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額するもの

とする。 

２ 知事は、第５条第２項ただし書による交付の申請がなされたものについては、補

助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について、補助金の額の確定

において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。 

 

（交付決定額の変更） 

第８条 第６条の規定により通知された金額の変更を受けようとするときは、別記第

３号様式による変更交付申請書を知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、前項の規定により提出された変更交付申請書を審査の上、これを正当と

認めるときは、別記第４号様式による変更交付決定通知書をもって、交付対象者に

その旨を通知する。 

 

（事業の中止又は廃止の承認申請） 

第９条 第４条第２号の規定により知事の承認を受けようとする場合には、あらかじ

め別記第５号様式による中止（廃止）承認申請書を知事に提出しなければならない。 

 

（事業が予定期間内に完了しない場合等の報告） 

第10条 第４条第３号の規定により知事の指示を求める場合には、速やかに別記第６

号様式による事業遅延等報告書を知事に提出しなければならない。 

 

（申請の取下げ） 

第11条 規則第７条の規定による期日は、補助金の交付決定の通知を受けた日から起

算して20日を経過した日とする。 

 

（実績報告書） 

第12条 補助対象経費及び補助対象事業に係る収入の額が確定した場合は、その確定

後30日以内又は補助金の交付を受けようとする会計年度の次年度の４月10日のい

ずれか早い日までに、別記第７号様式の実績報告書に当該金額を確認できる書類を

添えて知事に提出するものとする。 

２ 実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除

税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額し

て報告しなければならない。 

 

（補助金の額の確定） 

第13条 知事は前条の規定により提出された実績報告書を審査の上、これを正当と認

めるときは、別表に定めるところにより交付すべき補助金の額を確定し、別記第８

号様式による額の確定通知書をもって、交付対象者にその旨を通知する。 

 

（概算払の請求） 

第14条 補助対象市町村等は、県から補助金の概算払を受けようとするときは、別記



第９号様式による補助金概算払請求書を知事等に提出しなければならない。 

 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第15条 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税

及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、別記第10号様式により速

やかに知事に報告しなければならない。 

２ 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控

除税額の全額又は一部の返還を命ずる。 

 

（その他） 

第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し、必要な事項は知事が

別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和７年５月20日から施行する。 

  



【別表】（第３条関係） 

（１）公共ライドシェア 

補助対象者

及び 

事業期間 

補助事業及び補助対象経費 補助率 
上限額 

補助対象者 

・道路運送

法第 79 条

の登録を

受けた者 

 

事業期間 

・１年間 

（実証に向

けた準備期

間を除く） 

新たな公共ライドシェアの取組のうち、次

のイからハまでの全てに適合する事業の実施

に必要な経費。 

（車両購入・車両等関連施設整備に要する経

費、デマンド、キャッシュレス、バスロケーシ

ョン等システム導入に要する経費、バス等の

待合環境整備に要する経費、バス・乗合タクシ

ー等の実証運行に要する経費、公共交通マッ

プ等の作成に要する経費等） 

 

イ 最低２年は運行が継続されるもの 

ロ 市町村が策定する地域公共交通計画に位

置づけられている又は位置付けられる見込

みがあるもの 

ハ 国補助金を申請し、採択されなかったも

の又は国と協議の結果、申請が認められな

かったもの。 

１／２ 

以内 

ただし、

自家用車

を活用す

る取組は 

２／３ 

以内 

（千円未

満 切 捨

て） 

5,000 

千円 

ただし、

車両購 

入費は 

2,500 

千円 

 

（２）日本版ライドシェア 

補助対象者

及び 

事業期間 

補助事業及び補助対象経費 補助率 
上限額 

補助対象者 

・道路運送

法第 78 条

第３号の

許可を受

けた者 

 

事業期間 

・１年間 

（実証に向

けた準備期

間を除く） 

新たな日本版ライドシェアの取組のうち、

次のイからハまでの全てに適合する事業の実

施に必要な経費。 

（配車アプリ等のシステム導入、ドライブレ

コーダーの設置、運転手募集等の実証運行に

要する経費等（人件費及び車両導入費を除

く。)） 

 

イ 市町村の申し出により実施するもの 

ロ 市町村が策定する地域公共交通計画に位

置づけられている又は位置付けられる見込

みがあるもの 

ハ 国補助金を申請し、採択されなかったも

の又は国と協議の結果、申請が認められな

かったもの。 

１／２ 

以内 

（千円未

満 切 捨

て） 

1,000 

千円 

 


